
品川区超短時間雇用促進事業 

                  

 

品川区は長時間働くことが難しい状況(※)にある方々を対象として一般就労を促進 

するため週20時間未満での働き方となる“超短時間雇用促進事業”を進めています 

 

 

 

 

 

 

(※)障害・持病や難病、引きこもり、またはそれらの複合した状況等、障害の疑いのある方も含み                       

障害者手帳や障害判定の有無を問いません。 

 

 

 

 

 

 

企業のやってほしいこと、求職者の強みを活かすことを支援します 

 

 

 

 

 

   

働いてほしい企業 

 

 

 

 

短時間だけ働きたい方 

 

 

 

 

在庫整理だけでも 

やってもらえない 

だろうか。。。 

データ入力だけ

ならやれそう！ 

データ入力が多くて

新しい業務に着手 

できない。。。 

整理整頓は 

得意！ 

超短時間雇用を利用する４つのメリット 

Point① 多様な働き方の創出により人材不足を解消 

Point② 日々の業務を見直し、会社全体の効率アップ 

Point③ 採用前から採用後もコーディネーターのフォローがある 

Point④ コーディネーターの利用は無料 

 

企業の方へ 

裏面に採用までの流れ（例）を記載していますので、詳細をご確認ください。 

 

 



 

超短時間雇用へ企業登録して雇用につながるまでの概要 

…企業登録から採用までの流れの例… 

 

ステップ４

•≪見学・実習≫

• コーディネーターが付き添い、業務の見学・実習を行います

ステップ５

•≪採用面接≫

• 求職の申込手続きが必要ですが、ご希望によりフォローします

ステップ６

•≪採用≫

• コーディネーターが採用後も定期的にサポートします

ステップ１

•≪理念共有≫

• 超短時間雇用促進事業の説明を行います

ステップ２

•≪職務定義≫

• 業務内容のヒアリングを行い、特定の業務を明確化します

ステップ３

•≪業務内容確定≫

• 求職者にお願いする業務内容を確定していただきます

超短時間雇用促進事業窓口みっけの QR コードはこちら→ 

運営事業者：社会福祉法人げんき ＜品川区委託事業＞ 

【問い合わせ】品川区超短時間雇用促進窓口みっけ（品川区障害者就労支援センター内） 

TEL：03-5496-2525 FAX：03-5496-2580 E-Mail：mikke@swc-genki.org 

＊原則、雇用契約を結び、労災保険へのご加入をお願いいたします。 


